
 

 

 

教

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

○

  

 

  

必

○

  

○

  

佐賀県で

教育等にお

（参考）

○対 象 児

○助成対象

○所得制限

○助成金額

助成金を

必要です。

○必要書類

    

○注意事項

    

ｄＢ

0dB～

30dB

50dB

70dB

90dB

※この表

～佐

助成制度

申請手続

は、身体障

おける健全な

難聴の程度

   次の

①

②

③

象   新規

限   市町

額   基準

低い

受け取る場

購入後に申

類   ① 

② 

③ 

④ 

   ⑤ 

項   ① 

   ② 

 程度

～ 正常

B～ 軽度

B～ 中等度

B～ 高度

B～ 重度

表は大まかな

佐賀県軽

度について

きについて

障害者手帳

な発達を支

度 

の要件を全

① 保護者が

（18 歳に

② 両耳の聴

身体障害者

③ 補聴器の

と指定医師

規及び更新

町村民税所

準価格（※

い額の３分

場合は、補

申請手続き

難聴児補聴

難聴児補聴

見積書（意
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ほかに、市
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費（修理費は

以上の世帯は

ださい）と

らかじめお住

受け取れませ
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中度難聴児

用の一部を

 

18 歳以下

属する年度

で、聴覚障

方 

一定の効果
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せんのでご
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るもの 

申請者の方の
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踏切の音 

トラックの音
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対象は異なり

助成事業

児に対し、言

を助成します

下の方 

度の 3 月 3

障害を事由と

果が期待でき
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ご注意くださ
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お住まいの

軽度・中

軽度・中

高度難聴

高度難聴

重度難聴

重度難聴

耳あな型

耳あな型

骨導式ポ

骨導式眼

佐賀市 

唐津市 

鳥栖市 

多久市 

伊万里市

武雄市 

鹿島市 

小城市 

嬉野市 

神埼市 

申請・

別表 

市町が窓口

補聴器の

中等度難聴用

中等度難聴用

聴用ポケッ

聴用耳かけ型

聴用ポケッ

聴用耳かけ型

型（レディ

型（オーダ

ポケット型 

眼鏡型 

窓  口 

障がい福祉

障がい者支援

社会福祉課 

福祉課 

市 福祉課 

福祉課 

福祉事務所 

高齢障がい

福祉課 

高齢障がい

お問合せ先

口となりま

の種類 

用ポケット

用耳かけ型

ト型 

型 

ト型 

型 

メイド） 

ーメイド）

佐賀県健康

〒840-8

課 0

援課 0

0

0

0

0

0

支援課 0

0

課 0

先 

す。  

１

型 4

 5

4

5

6

7

9

 13

7

12

康福祉本部障

8570 佐賀

電話番号

0952-40-7

0955-72-9

0942-85-3

0952-75-4

0955-23-2

0954-23-9

0954-63-2

0952-37-6

0954-42-3

0952-37-0

台当たりの

基準価格 

43,200 円

52,900 円

43,200 円

52,900 円

64,800 円

76,300 円

96,000 円

37,000 円

70,100 円

27,200 円

障害福祉課

賀市城内一丁

号 

7255 吉野

9150 基山

3642 上峰

4823 みや

2156 玄海

9235 有田

2119 大町

6108 江北

3306 白石

0111 太良

の
基準価

①補聴器

②イヤー

 

（注）イ

としない

ら 9,000

円 補聴器本

①補聴器

②骨導レ

③ヘッド

円

①補聴器

②平面レ

(注)平面

い場合は

につき 3

丁目 1 番 5

窓  

野ヶ里町 福

山町 健康福

峰町 健康福

やき町 環境

海町 住民福

田町 健康福

町町 保健福

北町 福祉課

石町 長寿社

良町 町民福

格に含まれ

器本体（電池を

ーモールド 

イヤーモール

い場合は、基準

0 円を控除す

本体（電池を含

器本体（電池を

レシーバー 

ドバンド 

器本体（電池を

レンズ 

面レンズを必要

は、基準価格か

3,600 円を控

9 号 TEL

口 

福祉課 

福祉課 

福祉課 

境福祉課 

福祉課 

福祉課 

福祉課 

課 

社会課 

福祉課 

れるもの 

を含む） 

ドを必要

準価格か

する。 

含む） 

を含む） 

を含む） 

要としな

から１枚

控除する。 

L：0952-2

電話番

0952-37

0942-92

0952-52

0942-94

0955-52

0955-43

0952-82

0952-86

0952-84

0954-67

耐用 

年数 

原則 

５年 

25-7064

番号 

7-0343

2-7964

2-7413

4-5724

2-2158

3-2237

2-3185

6-5614

4-7117

7-0718

  


